
時間単位の年次有給休暇に関する協定書 

 

 （会社名）          と従業員代表        は、就業規則○条に定め

る時間単位の年次有給休暇に関して、次のとおり協定する。。 

 

（対象者） 

第１条 時間単位の年次有給休暇（以下「時間単位年休」という）は、すべての従業員を対

象とする。 

 

（日数の上限） 

第２条 時間単位年休を取得することができる日数は、１年につき５日以内とする。 

 

（１日分の年次有給休暇に相当する時間単位年休） 

第３条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、１日の年次有給休暇に相当する時間数

を８時間とする。 

 

（時間単位年休の取得単位） 

第４条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、１時間単位で取得するものとする。 

 

（その他） 

第５条 上記以外の事項については、就業規則第  条（年次有給休暇）以下に定める事項

と同様とする。 

 

（協定の効力） 

第６条 本協定は、平成  年  月  日より効力を発する。 

 

平成  年  月  日 

 

（会社名） 

 

 代表取締役              ㊞ 

 

 従業員代表              ㊞ 

 

 


